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平成24年度賃金・労働条件要求書等に対する交渉の概要（第３回）

○日 時 平成24年11月13日(火）15：00～17：15

○場 所 第34会議室（第二庁舎４階）

○出席者 県（知事部局） 広瀬人事企画課長、川本給与室長、斉藤課長補佐 他

教育委員会 森田教育総務課長、小椋課長補佐、小川係長

企業局 板倉経営企画課長、中島課長補佐

病院局 細川総務課長、西村課長補佐

県職労：井中委員長、鍋谷書記長 他

現企労：上田執行委員長 他

非常勤組合：縫谷書記長 他

県教組：前田執行委員長、井上書記長 他

高教組：中執行委員長、谷本書記長 他

＜概 要＞

【要求書五（１）時間外勤務縮減について】

組合：要求書のうちポイントを絞って交渉していきたい。まず一点目だが、時間外縮減について、回

答の中では44％の縮減とのことであるが、具体的に何が減ったのか。

県：時間外縮減の取り組みについては、知事部局ではあるが、「GoGoプロジェクト」ということで、

組合員の方々にも取り組んでいただき、21年度比半減を目標に22，23年度と取り組んできた。我

々としては44％と目標に近い成果が得られたと考えている。縮減することを目的として取り組ん

できたのではなく、その過程で無駄な業務をやめる、効率的に業務をする、事務を見直すという

手法により縮減を目指した結果が44％と理解している。組合の皆さんからは所属によっては所属

長の認識が十分でなく、結果が数値ありき、半分にすることを目的にするところもあったという

意見もいただいた。そういう意見は真摯に受け止める。本年度は「笑顔拡大プロジェクト」に取

り組んでいる。

県：44%時間外勤務が減った原因については、いろいろな要素がある。１つは仕事を進めていく上で

の職員の意識が変わった。一定時間、20時、21時まで残業していたのが、この取り組みで少しで

も効率よく仕事をして早く帰る意識が職場あるいは個人の中で少しずつ醸成された結果だと思

う。もう一つは組織として業務改善の取り組みが進んだ、予算決算事務など特定時期にたくさん

残業が出ていたが、やり方を見直した結果、かなりの時間外が減ったと聞いている。あとは、上

司のマネジメント、時間外に協議をしない、だらだら協議をしない、協議の中でポイントを絞っ

て指示を伝える、16時以降新たな指示をしないなどの取り組みによりこのような結果になったも

のと考える。負の側面もあると認識している。一部にはICカードの空通しもあると聞いている。

幹部会議でも重ねて言っているが、そのようなことは意味がない。災害や除雪など住民の方のた

めにやるべきことは時間外をしてでもやって貰わないといけない。必要な時間外はしてもらう。

その中でいかに効率的に仕事をするかということである。業務の見直しにはまだ不十分なところ

もあるので引き続き取り組んでいきたい。

組合：超勤縮減について他の部局はどうか。

県：（病院局では）知事部局と違い、プロジェクトをしていない。22年度に特定事業者行動計画第2期

目を作成し、目標としては21年度に比較して26年度までに1割削減をかかげている。実態として

は順調に減っているわけではない。僅かだが減少傾向である。それを実現するための取り組みと

して、会議時間を1時間にするとか研修も勤務時間内に行うなどがある。また、業務の負担軽減

ということで、看護師を含めた必要な人員の確保を行いながら時間外縮減等引き続き取り組んで

いいきたい。

県：（企業局では）21年度実績に対して23年度の削減は23％であった。21年度から22年度は21％の削

減であった。23年度は袋川発電所の運転開始等があり、知事部局と違い小さい組織であるため、

何かあると吸収できず時間外が増えてしまう。今後も引き続き取り組んでいきたい。24年度も10

月末現在対前年6.5％の削減である。

県：（教育委員会）事務局については知事部局でもあったように「GoGoプロジェクト」に取り組んで

きた。学校現場については、昨年度10月に通知を出して「リフレッシュ、カエラーデー」という

ことで学校全体で取り組んでいる。今年度も同様に取り組んでいく。
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組合：超勤については説明を受けたが、部局によっては進んでいない、働いている者の気持ちとして

超勤は解消できないといった実態がある。その声を聞いてほしい。

組合：小中学校の状況をお伝えしたい。勤務時間内外問わず多忙である。休憩時間も児童への対応、

業者、他機関との連絡調整があり、放課後も職員会議があり、報告書作成等に追われている毎

日である。平日持ち帰っても終わらず、土日も出ているのが常態化している。このような実態

をどう把握しているのか。小中学校の現場では、「リフレッシュ、カエラーデー」というのは

何ら効果的なものになっていない。服務監督権が市町村にあるのが大きな原因かもしれないが

実効ある超勤縮減のための策を当局に求めたい。

組合：管理職は時間外勤務の状況をしっかり把握しようという意識があるように思えない。入退庁の

記録をみてそれをどのように活かそうとしているのかが見えてこない。

組合：高等学校の非正規職員の常勤講師について、超勤が常態化している。非常勤講師も引きずられ

て、否応なく残業しないといけない状況である。採用試験を目指している者は勉強する時間も

ない。非常勤講師の場合、時間単位で賃金が発生するが、賃金が発生しない業務がたくさんあ

る。自分が持つ教科以外の成績入力や実習の準備片付けはただ働きとなる。このようなことに

関して、管理職から職員への指導もなく、非常勤講師の超勤実態は放置されている。

組合：ICカードにより時間外勤務が把握されている。管理職もそれを見ながら乖離がないか日々チェ

ックしているのが実態である。時間外削減の目的は効率の向上が目的といわれた。その目的は

よいと思うが、実際にはそうなっていない。課長の話を聞くと「もう枠がない」と言われる。

枠とは時間外のことである。対前年比何％削減しろと言われているとのことである。時間外削

減は22年度から取り組んでいるが、22年度の実績は業務を見直す部分が多く自分の職場は対前

年比50％近く時間外削減した。ただし、見直しの余地が常にあるわけでなく、効率を上げてい

くが、（効率の）幅というのは縮小していくものである。対前年比という枠で話をされると働

いている我々はどんなに働いてもさらに削減しないといけないということになり、時間内目一

杯働くが、溢れたところはICカードを通してまた職場に戻って働くこととなる。また、土日出

て働いて業務をこなすといったことが現実である。そこの把握をどのようにされるのか。

組合：時間外申請をしにくいという状況があるのではないのか。

県：現場の実態としてそのようなことがあるということは受け止めたい。その状態が蔓延していると

は我々は思っていない。そのようなところがあるというのは組合からも聞いているが、どこもか

しこもそういう所属だという状況ではないと思っている。効率化に限度があるというお話もそう

だろうと思う。

今年度の取り組みは現状維持、昨年度ベースを基本としながら取り組んでいこうとしたもので

ある。人、所属、上司を見ながらきめ細かいチェック、確認、点検をしていくといったことを重

点的に取り組んでいこうと思っている。今お聞きしたような個別の所属があれば、我々も聞き取

りをさせていただく。聞き取りというのは、どうやって効率的に仕事をしていくかということを

一緒になって、話し合い、いいやり方がないか考え、正職員あるいは非常勤職員といった人員を

充てることでクリアできるのであればそういうことも含めて考えていくということ。

把握をどうするかについては、ICカード導入は、ご存じのとおり組合との話し合いの中で、時

間外を含めて勤務時間の実態を把握し管理をするため、全国に先駆けてやっていこうということ

で取り入れた。ICカードは勤務を把握するツールである。把握した上で、時間外の縮減を進めよ

うという元になる。さきほどのお話は、労使で合意して進めてきたツールがうまく使われていな

いということになる。我々としては所属長を中心に認識を改めるよう考えていかないといけない。

労使でツールをどううまく使っていくか改めて意見交換しながらやっていきたい。

組合：時間外を減らすには業務を減らすべきと思う。回答の中には、一層管理職のマネジメントの徹

底や効果の薄い事業の廃止といった記述もある。業務を減らすのは大事なポイントである。知

事部局の中には効果の薄い事業の廃止は具体的にあるか。

県：毎年のものを個別に比べればある。スクラップとビルトというのはある。

組合：上司のマネジメントが進んできていると言われたが、学校の例でいうと管理職の意識としては

あまりないということも一方ではある。組合員の声でもあった。学校現場においては、知事部

局が縮減の要因として上げられていたような取り組みはなされているか。

県：事務局と学校現場で違っている。事務局は知事部局と同じ動きをしている。小中については服務

監督権は地教委（※市町村教育委員会の略称。）にある。なかなか手を出せない部分がある。私

どもとしても管理職が出る研修会において、職員の入退庁を含めてマネジメントをしっかりする

ように言っている。地教委との連絡協議会もあるので、その際には時間外縮減等のマネジメント

についても話をしていきたい。

組合：知事部局の中には16時以降指示しないとか時間外縮減への具体的な方策があった。学校現場で
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はそのようなことがなかなかない。19時から職員会議が開かれることもあるが、管理職は何の

判断もない。時間外の勤務を管理職が認めているという実態がある。

組合：人事行政の運営等の状況を公報で出しているが、その中で職員の時間外勤務、休日勤務の状況

で数字で上がっているのは、一般行政職員と警察官の区分しかない。一般行政職員は12.7時間、

警察官は45.7時間。教員については何も出ていない。教員は注２のところに義務教育諸学校等

の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例で時間外勤務は命じないこととされている

から掲げていないんだと書いてある。結局、「GoGoプロジェクト」の目的が手当にかかる部分

に関連してくると思う。そうしたことに関連して報告義務があるからこのように縮減してます

よということであれば、数字先にありきでここまで削減しないといけないからもうだめだとい

うような管理職の捉え方になっているのではないか。「GoGoプロジェクト」はそこだけを目的

としてやっているわけではないと思うが、結局そういう受け止め方になっている。管理職が責

任を持たんようになる。きちんと所属ごとに見ていただき、趣旨等を徹底して貰わないといっ

こうに進まない。教育委員会サイドで言えば、時間外勤務を命じる命じないといったことでな

く、超過勤務時間そのものが我々の労働安全に繋がっている。それを把握しないでいいってこ

とはない。状況報告はなくていいということはない。同じ県職員なのに、そこが合点がいかな

い。教育現場においても数字を示していただきたい。ICカードも５校ほど入ったので把握しや

すくなったと思う。きちんと管理職の意識改革も含めてお願いしたい。

県：時間外勤務の縮減で、ご意見も含めておっしゃられることはその通りである。繰り返しになるが、

手当を減らすためではなく健康で勤務いただくという上でも、時間外勤務が多いのは良いことで

はない。管理職のマネジメントについては研修だけでなく日々徹底していきたい。人事行政公表

は把握できていないため公表していないに過ぎない。特に意図はない。把握できるようになれば、

その把握したものを載せる載せないというのはあるが、考えていきたいと思う。

組合：管理職における実態把握であるとか、具体的な縮減に向けての対応、責任の所在等を含めて課

題があるということは、このやりとりの中で確認できたと思う。ここで意見を交換したからす

ぐにどうこうなるものでもないが、課題があることを確認したうえで、今後も超勤縮減に向け

ての議論をしていきたい。

【要求書五（２）労安体制について】

組合：総合安全衛生連絡協議会を設置されているが、どのようなものか。何を議論し、どのような効

果があったか。

県：昨年度、鳥取県職員安全衛生管理規程を改正し新たに設けた。これまで県庁全体の話をしていた

が、その席に総合事務所の者がきていないということで規程を見直し、今年度6月に1回目を開催

した。労働組合にも出席いただき協議した。それぞれの衛生委員会などで話されたことなどを県

全体でのいろいろな取り組みを議論し、フィードバックする。１回開催したところなので成果は

まだないが、キャンペーン、職場巡視、所属に専門家に行って貰って診断等の話をしてもらった

り、問題提起してもらって終わったところである。年2回はやることにしている。下半期でやる

分で議論することとしている。

組合：労働災害の防止について今年度6所属において専門家の診断を行ってと書いてあるが6所属はど

こか。

県：皆成学園、農業大学校、園芸試験場、食肉衛生検査所、空港管理事務所、喜多原学園である。昨

年、一昨年と6、8施設に声かけながら順次点検をやっていくことしている。一度点検して終わり

ではなく、再度点検などフォローしながら取り組んでいる。

組合：6所属というのは集中的というわけでなく、ある一定のローテーションを考えての動きか。

県：所属に受け入れてもらえるかということもある。独立した所属が多いが、安全配慮した方がいい

と思う所属に対して順次やっている。

組合：職場に対してどのような意見やチェックが入るのか。

県：診断士に現場を回ってもらう。例えば、この配管はぶつけることがあるとか、調理の現場で重い

ものを持って移動しないといけないときに腰に負担がかかるとか、作業をイメージしながら点検

してもらい具体のアドバイスをしてもらう。ダメだしチェックのみならず、いい取り組みは評価

をいただいている。

組合：20年度に林業試験場で事故が発生し、以後、協会の職場点検を受けている。机の後ろに外套を

かけると転ぶとか、かなり重箱の隅をつくような指摘がある。しかしそれは、現場の実態に合

っていない。

組合：林業試験場は事故後ずっと診断を受けているということだが、他の所属とは別の扱いがされて

いるということか。
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県：（林業試験場は）毎年ではない。2回目が昨年だったと思う。1回目は21年だったと思うがはっき

りとはこの場ではわからない。最初の診断をしてから1,2年おいてフォローを入れている。未だ

行っていない所属もあるし、フォローで2回目のところもある。

組合：診断が入るのは知事部局だけか。

県：知事部局のみ。他任命権者は独自にセルフチェックをしているかもしれない。

組合：他の任命権者はどうか。

県：（病院局では）制度としてはないが、安全衛生委員会は毎月開いているし、2ヶ月に1回は職場巡

視をしている。両病院ともそうである。

県：（企業局では）職員の数が44名であり法定的な義務はないが、水路等に入ることもあり、安全対

策が必要であるということで、経営改善計画を作っている。その中で安全保安会議を開くように

なっている。それをきちん取り組みたい。

県：（教育委員会では）事務局、衛生委員会の中で職場点検が必要だということで、産業医に見ても

らったりしている。独自にそれぞれの衛生委員会の中で検討している。

組合：所属によりまちまちだが、機会を得て職場環境改善を行うことは、きちんと対応してもらえる

のはありがたい。実態にそぐわないという指摘もあったので、職場環境改善ということで対応

していただきたい。

組合：総合安全衛生連絡協議会のレジュメを見たが、労働災害は時間外によるメンタル疾患を含めて

起こっている。レジュメには時間外の話が出てこない。各職場の衛生委員会とうまく連動しな

いのではないか。協議会1回しただけで機能していない。各職場の衛生委員会で何を協議して

いるのか点検していただきたい。

組合：健康被害の問題について、特に教育委員会に対して、小中学校におけるメンタル被害の対応が

十分でないと県の監査指摘があった。小中学校については市町村教委と連携して対応するよう

にと監査があったと把握している。その点についてどう対応されているか。

県：監査からもメンタルの強化をしないといけないのではとの声があった。県は昨年度まで小中学校

の病気休業者の数を把握していない状況であったが、今年は30日以上の病気休業者については教

育総務課で把握するようにした。メンタル関係でいうと、相談体制が重要であるということで、

教育総務課に臨床心理士の職員を非常勤で配置して強化した。小中学校の教職員のメンタルにつ

いて早期介入が必要。来年度予算の話になるので、財政課との折衝になるが、教職員のメンタル

の把握の仕組みを作っていきたい。

組合：今現在メンタルの休職者の数、年齢構成を教えていただきたい。

県：23年度末で48名。年齢構成は、どこが大きく突出しているということはないが、30～40代のとこ

ろが山になると思うがはっきりとは言えない。

組合：人数は増えているか。

県：新規の発症者は減っている。

組合：繰り返しの者は。

県：何名かはいるが、極端に増えているものではない。

組合：労働時間の管理、衛生委員会の設置など取り組みをしているが、市町村教委の取り組みは進ん

でいない。パワハラ防止指針が県では示された。市町村はない。「何それ？」という感じで、

示される雰囲気もない。情けなく思う。市町村教委の施策は十分ではない。メンタルが出ると

いうのは県にとって損失ではないか。県から地教委への働きかけを強いものにしていただきた

い。

組合：知事部局の新規のメンタル発症者数は減っていると言うことだが、鳥取県の教員のメンタル発

症率は全国と変わらない。文科省が教職員のメンタルヘルス対策検討会議を昨年度から立ち上

げている。教職員のメンタルヘルス増加状況は危機的状況というのが全国情勢である。本県も

全国とかわらない。知事部局の取り組みを否定はしないが、教育現場には当てはまらない。効

果は現れていない。早期介入、それは大事である。なぜメンタルになるのか、教育現場の特徴

を捕まえて対策をしていく必要がある。市町村に出たら知らないでは、職員が倒れてしまう。

県全体で点検、把握を進めてもらいたい。市町村教委についても何とかしないといけないと思

う。取り組みを進めていただきたい。

組合：人事委員会の勧告でも、50人以上でない職場に対しても法的義務にかかわらず労安体制につい

ては努力されるべきという内容もあったと思っている。超勤と労安は密接に関係している。防

止に関わっては、管理職の対応、責任、配慮義務ということもあり、課題があるとして声を上

げている。それぞれの部局で取り組みを進めているので互いに交流し、改善に向けての取り組

みを任命権者が主体を持ってやっていただきたい。個別の交渉でも具体取り組みをしてほしい

旨の要望も出てくるかと思うが、ご理解いただきたい。
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県：それぞれに取り組みが違うので、よい例、参考となるものは連携をとりながらやっていきたい。

【要求書五（４）ハラスメントの防止について】

組合：回答の中では、知事部局、教育委員会ともに担当者、管理職について研修を行って対応してい

るというが、研修の成果があれば回答いただきたい。

県：知事部局については、研修会の開催、防止のしおりの作成など、各任命権者にも情報提供しなが

ら進めている。

県：21年6月にパワハラをハラスメント防止要綱の中に入れて取り組みを始めている。昨年、パワハ

ラ防止のしおりを作成し各所属に配布した。昨年度、2月、3月に研修をした。主に管理監督者に

対して案内したもので95名の参加があった。今年5月15日第3回目の研修を行った。こちらについ

ては管理監督者以外の方も希望した方は参加いただくこととし、62名の参加があった。計157名

であった。第3回目の研修はメンタルについても合わせて行った。これだけでは足りないと思う

ので、これからも引き続きハラスメント関係の研修は続けていく。管理監督者に限定せず全員を

対象として案内していきたい。

組合：知事部局の昨年、今年においての相談件数はあったか。

県：昨年6件あり全て処理済み。今年度は10月末までで4件あり3件は処理済み。1件は継続中である。

組合：昨年度6件とあったが、セクハラ、パワハラそれぞれの件数は。

県：いろいろ要素が絡み合って区別が難しいため、内訳はとっていない。

組合：今年度のものはどういったものか。上司・部下の関係や正規・非正規の関係というものはある

か。

県：今年度は上司部下というものもあったが、それ以外もあった。また、正規、非正規もあった。

県：取り組みとして、昨年、パワハラスメント防止に向けた取扱指針を教育委員会事務局各所属、各

学校にも通知を出した。地教委にも通知した。研修会も今年度、中部で開催した。セクハラにつ

いては去年今年とない。パワハラについては23年度は4件。3件は処理済。1件は処理中。24年度

は1件であり処理中である。

組合：ハラスメントの研修を知事部局を含めて昨年度からやっているとのことだが、高教組の西部管

轄下でその期間に同時進行でハラスメントの事案が発生した。研修会をして成果があったと回

答いただいたが、同時進行でパワハラが起こっていた。私も相談員になっているので研修会に

参加している。内容は、管理職に対する研修であったが、相談する平場の教員がどのような方

法で相談するのかなどを学ぶ研修だと思っていた。管理職がパワハラ相談員になっていること

もある。パワハラをする側が相談員になることは考えられない。研修と同時進行でパワハラが

起こっていたことを考えると、研修が成果を上げているのかという疑問がある。その点に対し

て今後の対応をどう考えているのか。

組合：研修の中身が管理職が役割、責務を自覚、把握できるものとなっているのか。

県：しおりにも書いているが、上司として注意すべきチェックを示している。十分承知していただけ

る研修にはなっていると思う。

県：今年研修をやったが、このような声をいただいたので、やり方、内容については効果の上がるも

のにしていきたい。

組合：事例があがったとき、現場監督者を指導監督する立場の当局がこちらの訴えを必ずしも受け入

れてくれたわけではない。パワハラではないかという事案が上がったときに第三者機関が必要

だと思うがどうか。

組合：ハラスメントが発生した場合の対応について、県職員全体が統一した対応となっていないので

はないか。教育委員会の防止指針の中でいうと防止委員会が設置されていないということにつ

いて、判断を含めて労使対等かつ第三者の入った防止委員会が知事部局についてはそのような

制度が作られている。教育委員会も防止委員会が必要ではないか。当然ながら管理職の防止指

針についての周知が十分できていないという意見もあったが、我々の要求としては県職員統一

した防止委員会、防止指針を求めての意見である。

県：知事部局の取り組みを参考としていきたいと思う。意見としてはお聞きした。

組合：なぜ入っていないか。知事部局より遅れて作ったんでしょ。

県：知事部局よりも先に作成したものである。

県：設置時点では必要ないという判断をしていた。組合とも協議し、当面はそういうことでやってい

こうという話をさせていただいていたものである。第三者委員会が必要だということになってく

ればまた検討しましょうという話をしていたものである。

組合：現状として統一的対応が必要と思うか。

県：今時点で必要かどうかはお答えできないが、知事部局の動きをみながら考えていく必要があると
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思っている。

組合：上司からパワハラされたときの処分規定、ハラスメントで知事部局がまとめておられるが、セ

クハラについては処分指針がある。パワハラについて指針を作るというのはどうか。

県：パワハラはセクハラよりも定義しづらい。懲戒処分するわけだから厳格に扱わないといけない。

相談件数として6件とかあるが、パワハラかどうかということを厳格に判断できない状況である

というのが実態である。本庁の衛生委員会でもパワハラに取り組んでいこうという段階である。

パワハラについて少し定義しづらい部分がある。誤解のないように言っておくが、入れることを

否定するものではない。懲戒処分の指針に入れるにあたって曖昧に入れるのは、運用上も正直困

るものである。どう把握するか、平行しながら、意識を持って考えていくのかなと思う。今すぐ

入れるのは尚早かと思う。今の基準の中には職場内秩序びん乱というものがあり、「暴行、暴言

により職場の秩序を乱した職員」というのがある。そういう項目で全く読めないわけではない。

入れるに当たってはもう少し慎重にすべきと思う。当面はその対応がベターだと思う。

組合：人格の尊厳を否定されている。メンタルになったり、職を失わせる言動が行われることを考え

れば、職務上の上司から人権を否定されることが起こっていると我々は捉えている。一定の基

準を設けてもらう必要がある。今のパワハラは他の基準を用いてでも対応できる部分であるか

もしれないが、今後の検討する余地ありという回答であったと思うので、今後整理していく項

目であると確認したい。

県：セクハラした場合、個別具体に細かく書いている。そこまで細かく書かないと懲戒にできない、

という点を理解してもらいたい。

【給与改定について】

組合：10月30日の賃下げ提案は非常に厳しいものであった。一人一人の組合員の思いを是非伝えたい

ということで署名に取り組んだ。10日ほどだったので今日までに3523筆の署名を集めた。組合

員だけでなく管理職の方からのものもある。それだけ△1.8％というのは重いものと我々は思

っている。この思いをしっかり受け止めて、受け取っていただきたいと思い提出します。

県：厳しい内容を提案させていただいているところである。それに対する3500人以上の声を重く受け

止めさせていただく。

組合：第２回の交渉でお互いに妥結点を見いだすためにということで中断した。前回は現場の声を随

分と伝えて月例給については再考はできないかとお願いした。我々としては下げられる理由が

ない。特に生活、士気の維持、さらに人材確保の観点からも1.8％下げられる理由はないと今

でも思っている。前回の回答から変更があるかどうかお聞きしたい。

県：お声をお聞きして、2回目の交渉から我々の方も改めて内部で判断したが、我々としては人事委

員会が判断したことを理由としているわけではないが、その判断材料であったもの、地方公務員

法第24条に基づいて諸情勢を判断をするに基本県内民間の水準をベースとしたところで出された

勧告というのは、我々としては理解ができる。その内容に沿って対応させていただきたい。改め

てお願いしたい。

組合：当局としてお互いあゆみよりができていない状況で、妥結に向けてどのような合意点を見いだ

そうと思っているか。当局として何ができると思っているのか。

県：士気、モチベーションを維持していただくことを考えないといけないと思う。職位について要求

をいただいている。それはそれということもあるが、士気、モチベーションを維持していただけ

るかを考える上では、職位の観点とか時間外縮減ということでも引き続き我々の考え方、姿勢で

あるということを簡単ではあるが話させていただいた。そういうことを継続すること。休暇等に

ついて、現段階の考えは示しているが他県の状況等もあるし、どうすれば良い方向になるのかと

いうことも考えていきたい。職場環境を改善していくという視点では現に出ている要望も含めて

改めて検討させていただきたい。

通勤手当の要求もあった、今回ということではないが、手当そのものがどうあるのが適当か、

鳥取県に沿ったものであるか、そういう視点で点検してみたい。通勤手当は全額の実費弁償とい

うものでなく手当として出しているということであるが、特急通勤の方の負担にアンバランスが

あるのであれば、アンバランスを通勤手当制度全体として点検をするということも含めて協議を

させていただきたい。通勤手当に限らず、扶養手当のあり方なども組合の皆様と一定は問題認識

は一致しているかと思うので、そういったことを含めてトータルに引き続き考えていきたい。

組合：1.8％は譲れないが、その他の環境整備、労働条件については検討する余地があるのではない

かという発言だったと思う。前回も、今回も前段で超勤縮減の問題も含めて議論したが、先ほ

ど話のあった病気休暇については、人事委員会との協議と言われていたが、そこの整理はつい

ていないか。
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県：人事委員会と（協議）はまだである。

組合：前回交渉から具体的に整理がついているものはないか。病気休暇については人事委員会ともで

あるが、組合と捉え方が違っている部分について整理がついていないか。

県：ついていない。現時点で我々の考え方が大きく変わっているということはない。

組合：前回にも話をした職位の整備というのは大きなポイントとなる。前回議論もしたし、現場の声

を聞いていただいたが、再度現場の声を聞いていただきたい。

組合：学校司書はほとんど行政職2級までの職である。今年の1月に0.6％、4月に1.6％、この度の1月

に1.8％減額の提案、到底受け入れられない。今の生活がままならないこともあるが、それよ

りも将来に対する不安で希望が見えない。行政職2級の最高号給にいっても30万円くらいであ

る。皆さんは県職の大多数の職であって2級であった時代もあったが、3級、4級等になってい

く、学校勤務の司書にはそのような仕組みはない。そのような仕組みがない中で△1.8％とい

うのは大きなことである。主任主査制度があったときは、少数の職種でも、業務内容、経験、

生活、能力などもある程度賃金の中に加味されていたような気がする。その制度が廃止されて、

少数職種は何の整理がされないまま今日にきている。少数の存在は忘れられている。能力発揮

型の整備をされてる、今後もしたいと伺ったが、能力発揮型こそ少数の職には必要だと思う。

組合：前回、昨年度の給与構造改革は労使合意で妥結した事項だとの発言があった。確かに調印事項

なので印鑑を押したが、この件について私は無条件に調印した覚えはない。昨年、現在の考え

方による職位の整備には限界がある。3年間の間にそれぞれの職位の整備について一定の結論

を出したい。今後個別交渉の中で具体的な考え方を示したいと発言があった。我々はそれを信

じて調印した。ふたを開けると今日まで職位の整備は進んでいない。50代で能力があり人格等

優れた人材であってもポストがないから3級にあがれずにいる。現在、その人達は年の昇給が3

～400円である。このような実態で1.8％をのめといわれても、のめるような数字でない。3級

格付けできるよう職位の整備をお願いしたい。

組合：昨年度交渉の中で職位の整備について言及され、取り組みを進めると言葉をいただいた。その

職位の整備が進んでいないとの発言だった。前回も聞いたが、知事部局、教育委員会において、

今の組合員の声を聞いて今後の取り組みについて具体的にどう考えるか。

県：そういうやりとりがあったことについては承知している。知事部局になるが、わたり廃止も労使

でその方向に向かっていく中で、職位をどう整備していくかということも合わせてやっていこう

というもとで舵を切った。進まなかった時期もあった。昨年から能力発揮型というやり方で、補

佐級、係長級合わせて96という数字に増えた。数値目標は難しい。わたりを復活させることがあ

ってはいけない。しっかり人材を育てて能力の備わった方には活躍できる場を設けて任用してい

く。その考え方を継続してやっていきたい。2年前に能力発揮型を入れたときはこれまでやって

なかったこともあり数は増えたが、同じペースで増えてはいかないが、技術については各部にな

るが、どういう役割があるかということに意識をもってもらってできるようにしていきたい。

組合：研究職給料表見直しにより研究職は給与が下がり続けている。給料表見直しの交渉の際に、34,

35歳で主任研究員を目指していきたいと回答を貰った。現実は41,42歳で主任研究員の昇任と

なっている。まだ能力に見合った職位が整備されていないことを認識いただきたい。給与が下

がり続けていることによるモチベーションの維持について自助努力ですませる気か。再考いた

だきたい。

組合：トータル120近いポストを整備したと言われたが、私も増えていることは確認したが、現場で

働く組合員として増えたという実感が薄いと思っている。賃金が下がっていく中でモチベーシ

ョンの維持ということで職位というお聞きしたが、自分の仕事が評価されて昇任するのがモチ

ベーションの維持に繋がると思う。今の現状であると30、40歳の者は先が見えてこない。2年

前基本方針を策定してそれによる運用が進んでいるということであるが、職種間でバラツキが

ある。このことについてどういう策を考えられるのか。部に任せるのか。その辺りをお聞きし

たい。研究職だけでなく、海事職、福祉職、医療職も要求を出しているがなかなか進まない。

少数職種の前向きな職位整備をお願いしたい。

組合：私たちが意見として求めているのは、進んでいないという状況、また部署によりバラツキがあ

る。当局は3年という期限を切って具体な対応を行いたいと言われるが、具体に数字は言いづ

らいと言われるが、期限を切るという考え方はできるのではないか。今年度末とか、3年間の

残り2年についてどのようなスケジュール感をもって検討するか一定の考え方を示すことはで

きるのではないか。

県：知事部局の話になるが、毎年情勢は変わってくるので、現実問題として数は設定はしづらい。今

までと同じベースでは難しいが、毎年チェックしながらきちっとやっていきたい。例えば主任研

究員であれば、主任研究員としての職務、職責を認識した上であなたには足りている足りてない
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とかということを伝える。職種のバラツキについて1つ考えているのは、個別にチェックが可能

である。バラツキがあるのは職種により年齢に開きがある、また昇任年齢もあるので、個別に評

価ができるのでその辺を踏まえながら、なぜこの人はこうなのかということを目を配らせていく。

部局任せということではなく、我々としては目を配っている、だからあなた方も評価をしっかり

やってくださいということをこの2年やってきているが、これからもやっていく。

県：（教育委員会は）3年間で一定の結論を出すという話をさせていただいたが、今日能力発揮型の整

備が必要だというお話もお聞きしたので、そこについて何らかの筋道を立てることも必要だと思

っている。ここで具体的にいつまでにどうということをいうことは言えないが、一度組合と今後

の取り組みなどについて話をさせていただきたい。

県：（病院局は）基本的な考え方は一緒である。残された課題として看護師の問題がある。いずれに

しても人材育成とセットになってくるものである。職位を整備すればいいというものでもない。

そこは毎年育成状況を見ながら、そのタイミングを見計らいながら職位の整備を引き続きやって

いきたい。

組合：毎年、看護師長を課長級に上げるのは今の段階では難しい、今後検討していくと回答いただい

ている。今後に向けてと言われるがいつまでにそれを目指すか。少数職場について、いつまで

も2級の主任止まりとなる。能力は拮抗していてもごくわずかの差で室長になる人、副主幹の

ままで終わる人もいる。こういった例もこれから出てくると思う。今後は経験、能力に応じて

やっていくのか。

県：（病院局）看護師長の管理職化については毎年検証している。能力が備わっているのか、やって

いけるのかどうかということが確実にならないと困るのは下で働く方々である。私どもの取り組

みとしては、マネジメントも含めた能力をつけて貰う期間の中で、評価制度で言えば、2年前か

ら試行を含めて看護師長を総括評価者という形で取り組んでやっている。今年で3年目になる。

そういったことができているか検証しながら、後は管理職としてマネジメントできるとなれば早

くやりたい。いつまでにということは今は言えない。医療の質を高めるという観点でかなり増員

をしている。特に若い人達が大半である。今の現状を言うと、能力がある人は積極的に登用して

いる。まずは能力を実証して職責に耐えうるかどうかである。組織については効率的な運営が求

められるので、その中で今の室なりが完成型とは思っていない。そこは必要に応じて組織を変え

ながら新たな職位を設けるというような柔軟に対応していかないといけないと思っている。

組合：50代で一人しかいない職種の方は係長にならないで2級で終わってしまう。知事部局でも病院

局と保健所を行ったり来たりという方がいると思う。知事部局へも異動もあるのでこのことを

真剣に考えていただきたい。

組合：能力発揮型だと係員がいるいないではなく、本人の能力や職務により3級になることはあり得

るのか。

県：そういうポストとして責任でもあり職務内容でもあり、そういうものが用意できるということが

前提である。

県：（企業局は）44名の職員がいる。問題は電気技師である。企業局には電気技師20名おり県庁全体4

7名いる。年齢構成がいびつである。30代前半以下がいない。40前後が一番多い。今のままでい

くとポストが増えないと40歳を超えても2級のままということがでてくる。そういう意味で人材

育成基本方針の考え方の中ではあるが幅広く取り組んでいく必要がある。

組合：電気技師もであるが、現業職を忘れてもらっては困る。企業局の現業職は、知事部局、病院局

との人事交流がほとんどない。そういう観点で考えていただきたい。

当局の△1.8％の考え方はわかったが、話が職位の整備の話になって、1.8％の話はどこにい

ったのか。組合の要求は賃金を下げるのはダメだということである。それに対して勧告尊重の

考え方、県内情勢を考えると賃金部分について難しい。その中で、職員の士気なりモチベーシ

ョンを維持するためにこういうことはできるという姿勢は評価するが・・・。これ以上賃金を

下げたらダメだということが実感できない。各任命権者が時間外の問題、職場環境問題、休暇

等の組合要求の実現に向けて誠意を持ってやっていくことが伝わるような対応を確認していき

たい。そうでないと合意点に至るのかどうかという判断がまだピンとこない。全任命権者が今

後そのような対応をしていただきたいということを確認したい。

県：我々の判断について改めてご理解いただきたい。組合からの要求項目については真摯に対応させ

ていただきたい。

組合：どれだけラスを下げれば良いのですか。教員をやってて他県の52歳の職員と3万円違う。同じ

仕事していて島根県は（年間）6万円上がるが、鳥取県は下がる。鳥取県職員の賃金水準をど

う考えているのか。民間準拠の流れはわかるが。

県：これまでの交渉でも発言させていただいてきたとおり、的確な反映ができているかこれまでも人
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事委員会を含めてやってきたが、引き続きやっていきたい。水準については、仮に県内民間がず

っと下がり続け、国はそうでもないとなると、均衡の原則を鳥取県の水準としてどう考えていく

べきか検討する必要がある。三者協議の再開を人事委員会に働きかけたい。その際、組合も一緒

に検討させていただきたい。

組合：多くの組合員の思いを要求書にまとめている。回答は、男女問わず回答をいただいているが、

（勤務条件の制度の中に）女性の考え、思い、視点、女性の感覚がどれだけ考慮されているの

かなと思う。ある県では確定の最終交渉で副知事が責任者である。副知事が女性であったらし

い。女性の組合員が休暇や子育てに関する問題等を訴えて、相手が女性同士ということもあり、

すごく理解してもらい、制度が大きく変わったという例もある。回答に女性の思いが含まれて

いるか。

県：そういう視点で意見を聞かないといけないのかもしれない。幹部に女性が必ずしも多いわけでは

ないが、事務的な部分では、人事企画課でいうと勤務時間担当は女性を配置しており、人材・評

価担当にも女性を配置している。教育委員会も幹部に女性がいる。視点としては加味、考慮して

いないということはない。十分でないかもしれないが、そういう視点を持っていく必要がある点

は理解する。

組合：賃金が下がる状況の中で今後どのような検討をするかについては、提案をいただいた。そのこ

とを踏まえて今後検討していきたいと思う。今の我々の均衡の原則或いは民間が下がる中で県

職員の水準はどうあるべきかということを意見として捉えていただきたい。当局としては△1.

8％引き下げを行いたいということ、その他の要求項目については、対応できるものについて

できる限りの対応をしていきたいとの提案をいただいたと捉えている。職位の整備については、

もう少し具体的なことを確認したい。本日の段階では△1.8％について妥結という状況にはな

い。ただし、歩み寄る部分はできてきたと思う。前回の確認等持ち越しをしている事項につい

て整理をしながら妥結に向けての努力を双方で続けていきたいと思う。本日はこれで中断とい

うことにしたい。

組合：今日の時点で判断は難しいと思う。本日は中断ということにしていただきたい。前回、今日多

くの組合員の声を聞いていただいた。3500人を超える署名、思いを受け止めていただき合意点

を見い出す努力をしていきたい。具体のものでないと我々も納得できない。そういうものを見

い出す努力をお互いに数日間であるがやっていきたいと思う。


